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 第７条関係（貸与金の弁済に関するもの） 

（１） 借受人は、奨学金貸与の終了又は廃止後、勤続期間が貸与期間の２倍に達する

   までの間に退職しようとするときは、次の区分により、貸与金を弁済しなければ

   ならない。 
 

        勤 続 期 間       弁 済 額 

   貸与期間の０．５倍未満     貸与金の全額 

   貸与期間の０．５倍以上１倍未満     貸与金の３分の２ 

   貸与期間の１倍以上２倍未満     貸与金の３分の１ 

 

 

   前項の貸与期間は、高等学校及び大学別にそれぞれ借受人の貸与期間を通算する

  ものとし、貸与開始後において、貸与を受けなかった期間は、その全部又は１部を

  勤続期間に通算することがある。 

 

（２） 借受人が懲戒処分その他、これに類する事由により、退職を命ぜられたときは、

   （１）にかかわらず、貸与金の全部又は１部を返還させることができる。 

 

 附 則 

 この要綱は昭和４２年８月１０日から適用する。 

 


